
こ
こ
で
近
世
後
期
と
は
、
寛
政
期
以
後
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
ず
考
察
の
前

提
と
な
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
近
世
儒
学
の
母
体
と
も
い
う
べ
き
朱
子
学
は
、
そ
の
政
治
論
に
原
理
的

に
民
衆
教
化
論
を
そ
な
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
朱
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

蓋
し
天
の
生
民
を
降
し
て
よ
り
、
則
ち
既
に
之
に
与
う
る
に
仁
義
礼
智
の

性
を
以
て
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
然
れ
ど
も
其
の
気
質
の
稟
、
或
は
斉
し
き

こ
と
能
わ
ず
。
是
こ
を
以
て
皆
以
て
其
の
性
の
有
す
る
所
を
知
り
て
之
を

全
く
す
る
こ
と
有
る
能
は
ず
。
一
も
聡
明
舂
知
に
し
て
能
く
其
の
性
を
尽

く
す
者
の
其
の
間
に
出
ず
る
有
れ
ば
、
則
ち
天
必
ず
之
に
命
じ
て
以
て
億

兆
の
君
師
と
為
し
、
之
を
し
て
治
め
て
之
を
教
え
、
以
て
其
の
性
に
復
ら

し
む
。
（
朱
子
『
大
学
章
句
』
序
）

す
な
わ
ち
、
「
聡
明
舂
知
に
し
て
能
く
其
の
性
を
尽
く
す
」
と
い
う
有
徳
な

人
格
が
、
天
命
を
受
け
天
子
と
し
て
、
民
を
治
め
る
。
そ
の
政
治
と
は
、
民
の

「
君
師
」
（
君
主
に
し
て
教
師
）
と
し
て
民
を
教
化
し
、
各
々
が
本
来
具
有
し

て
い
る
善
な
る
性
に
復
帰
さ
せ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
政
治
に
お
け
る
徳
治

特
集
〈
平
成
三
年
度
大
会
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
Ⅱ
「
近
世
後
期
思
想
史
に
お
け
る
民
衆
」

■■■■■■■■

前

提

近
世
後
期
に
お
け
る
民
衆
観
ｌ
教
化
論
を
中
心
に
Ｉ

の
原
則
で
あ
る
。
『
大
学
』
の
「
明
徳
・
親
（
新
）
民
」
や
八
条
目
、
あ
る
い

は
「
修
己
治
人
」
な
ど
は
こ
の
定
式
化
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
新
民
」
「
斉
家
・

治
国
・
平
天
下
」
「
治
人
」
が
実
際
上
想
定
し
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
民
衆

教
化
と
い
っ
て
よ
い
。
教
化
は
政
治
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
政
治
の
内
容
が
教

、
、
、
、

化
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
政
教
一
致
の
立
場
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
教
化
の
方
法
は
、
「
三
代
の
隆
な
る
や
、
そ
の
法
（
教
化
の
制
度
）

よ
う
や

浸
く
備
は
れ
り
。
然
し
て
後
、
王
宮
国
都
よ
り
、
以
て
閻
巷
に
及
ぶ
ま
で
、
学

あ
ら
ざ
る
は
莫
し
」
（
朱
子
『
大
学
章
句
』
序
）
と
い
う
通
り
、
す
べ
て
の
人

が
学
校
で
直
接
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
、
理
想
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
講
義

や
教
説
な
ど
言
葉
を
通
じ
て
の
教
化
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
「
（
人
々
に
過
・
不
及
の
差
が
あ
る
か
ら
）
聖
人
、
人
と
物
と
の
当
に
行
く

べ
き
所
の
も
の
に
因
り
て
之
を
品
節
し
、
以
て
法
を
天
下
に
為
し
、
則
ち
之
を

教
と
謂
う
。
礼
楽
刑
政
の
属
の
ご
と
き
是
な
り
」
（
『
中
庸
章
句
』
二
と
言
う

よ
う
に
、
「
礼
楽
刑
政
」
も
、
教
化
の
方
法
と
し
て
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
が
。
か
く
朱
子
学
に
お
け
る
政
治
と
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
壮
大
な
教
化

活
動
と
意
識
さ
れ
、
教
化
の
文
脈
で
政
治
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
他
方
、
寛
文
期
に
確
立
し
た
と
さ
れ
る
近
世
幕
藩
体
制
の
民
衆
支
配
の

辻
本
雅
史

七
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シ
ス
テ
ム
は
、
直
接
的
な
民
衆
教
化
の
方
法
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
朱
子
学
の
教
化
論
は
、
幕
藩
体
制
の
民
衆
支
配
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与

え
な
か
っ
た
。

近
世
権
力
は
、
中
世
末
の
士
一
撲
等
の
民
衆
と
の
闘
争
を
、
思
想
闘
争
に
よ

っ
て
克
服
し
た
の
で
は
な
く
、
軍
事
力
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
た
。
こ
れ
を
反
映

し
て
、
近
世
権
力
の
民
衆
支
配
は
、
寺
請
制
の
形
で
制
度
的
に
仏
教
を
強
制
し

た
他
は
、
民
衆
の
心
へ
の
積
極
的
な
教
化
策
を
も
た
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
制
度

上
の
宗
教
形
式
の
枠
（
寺
請
制
）
を
は
み
だ
さ
な
い
限
り
、
民
心
は
政
治
的
に

は
放
置
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
。
確
か
に
近
世
権
力
は
、
高
札
・
触
書
あ
る
い

は
五
人
組
帳
前
書
な
ど
に
よ
っ
て
民
衆
へ
の
規
制
を
加
え
た
が
、
そ
れ
ら
は
禁

止
や
制
限
条
項
中
心
の
法
的
規
制
の
性
格
が
強
く
、
積
極
的
な
民
衆
教
化
の
意

図
は
希
薄
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
民
衆
の
生
活
は
、
原
則
的
に
は
郷
村
や
町
方
の
共
同
体
自
治
に
委

ね
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
民
衆
の
意
識
を
も
っ
と
も
強
く
規
制
す
る
力

は
、
日
々
の
生
活
の
場
と
し
て
の
生
活
共
同
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
共
同
体
倫

理
や
習
俗
、
あ
る
い
は
信
仰
（
制
度
と
し
て
の
仏
教
信
仰
よ
り
、
産
士
な
ど
の

氏
神
信
仰
）
な
ど
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
意
味
に
お
い

て
も
、
民
衆
支
配
の
政
治
的
現
実
に
、
朱
子
学
思
想
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。

（
３
）
近
世
の
民
衆
教
化
論
の
第
一
の
画
期
は
、
祖
裸
学
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

民
間
ノ
輩
ニ
ハ
、
孝
悌
忠
信
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ョ
リ
外
ノ
事
〈
不
入
ナ
リ
。

孝
経
・
列
女
伝
・
三
綱
行
実
ノ
類
ヲ
出
ヅ
ペ
カ
ラ
ズ
。
其
外
ノ
学
問
〈
、

人
ノ
邪
智
ヲ
マ
シ
、
散
々
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
民
二
邪
智
盛
ナ
レ
バ
、
治
メ
ガ

タ
キ
者
ナ
リ
。
（
『
太
平
策
』
）

こ
の
文
に
よ
り
、
通
常
柤
侠
は
、
民
衆
教
化
無
用
論
者
と
み
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
民
衆
に
は
「
孝
悌
忠
信
」
の
ほ
か
の
知
識
は
無
用
、
否
、
か
え
っ
て
有

害
で
あ
り
、
ま
た
「
孝
悌
は
解
を
待
た
ず
、
人
の
皆
知
る
所
」
（
『
弁
名
』
）
な

ど
と
い
う
通
り
、
そ
の
「
孝
悌
忠
信
」
は
教
え
る
必
要
も
な
い
徳
で
あ
る
と
彼

は
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
柤
侠
は
民
衆
教
化
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

、
、

制
度
ヲ
立
カ
ヘ
ル
ト
云
〈
、
風
俗
ヲ
ナ
ヲ
サ
ン
為
ナ
リ
。
（
中
略
）
後
世

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

理
学
ノ
輩
（
朱
子
学
者
）
〈
、
道
理
ヲ
人
々
ニ
ト
キ
聞
セ
テ
、
人
々
｜
一
合

、
、
、
、
、
、
、
、
、

点
サ
セ
テ
、
其
人
々
ノ
心
ヨ
リ
直
サ
ン
ト
ス
。
米
ヲ
臼
へ
入
テ
ッ
カ
ズ
シ

テ
、
一
粒
ヅ
上
シ
ラ
ゲ
ン
ト
ス
ル
｜
一
同
ジ
。
正
真
ノ
小
刀
細
工
也
。
又
小

人
ノ
術
〈
長
久
一
一
用
ラ
レ
ズ
。
シ
カ
モ
術
ノ
跡
見
ユ
ル
ニ
ョ
リ
テ
、
下
ノ

好
智
ヲ
引
起
シ
、
上
ヲ
疑
上
上
ヲ
ケ
ス
ム
心
ヲ
醸
成
シ
テ
、
益
々
風
俗
ヲ

ア
シ
ク
ナ
ス
。
（
中
略
）
故
一
一
聖
人
ノ
道
〈
習
ハ
シ
ヲ
第
一
ト
シ
、
聖
人

、
、
、
、
、
、
、

ノ
治
メ
ハ
風
俗
ヲ
第
一
ト
ス
・
サ
レ
バ
只
今
マ
デ
ノ
風
俗
ヲ
移
ス
コ
ト
〈
、

世
界
ノ
人
ヲ
新
ニ
ウ
ミ
直
ス
ガ
如
ク
ナ
ル
ュ
ヘ
、
是
二
過
ダ
ル
大
儀
ハ
ナ

キ
ナ
リ
・
故
一
一
大
道
術
ナ
ラ
デ
ハ
、
是
ヲ
直
ス
コ
ト
ハ
ナ
ラ
ヌ
ナ
リ
。
（
『
太

平
策
』
）

柤
棟
が
否
定
し
た
の
は
、
民
衆
一
人
一
人
に
は
た
ら
き
か
け
て
教
化
す
る
こ

の
朱
子
学
流
の
（
言
葉
に
よ
る
）
教
化
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
米

ヲ
一
粒
ヅ
上
シ
ラ
ゲ
ン
」
と
す
る
に
ひ
と
し
い
ナ
ン
セ
ン
ス
の
方
法
。
民
衆
へ

の
教
化
は
、
「
米
ヲ
臼
へ
入
レ
テ
ッ
ク
」
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は

い
う
。
対
象
は
、
一
人
一
人
で
は
な
い
。
生
活
が
生
承
出
し
て
い
る
「
風
俗
」

こ
そ
教
化
の
対
象
で
あ
る
。
こ
こ
で
柤
棟
の
い
う
「
風
俗
」
と
は
、
民
衆
の
日

常
と
し
て
の
町
村
共
同
体
の
在
り
方
が
念
頭
に
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
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、
、

（
戸
籍
の
制
を
確
立
す
れ
ば
）
人
々
郷
里
ト
云
者
定
ル
故
、
親
類
モ
近
所

二
有
之
、
幼
少
ヨ
リ
ノ
友
達
モ
充
満
タ
レ
バ
、
自
然
卜
親
類
友
達
ノ
前
ヲ

、
、
、
、
、
、

思
フ
テ
悪
事
ハ
セ
ヌ
物
也
。
一
町
一
村
ノ
内
ニ
テ
名
主
ノ
知
ラ
ヌ
人
ナ
シ
・

一
町
一
村
ノ
人
相
互
二
先
祖
ヨ
リ
知
り
、
幼
少
ヨ
リ
知
コ
ト
ナ
レ
バ
、
善

悪
共
二
明
二
知
ル
上
事
ナ
ル
上
一
一
、
五
人
組
ノ
法
ヲ
以
テ
吟
味
ス
ル
コ
ト

ナ
レ
バ
、
何
事
モ
隠
ス
ト
云
コ
ト
ハ
曾
テ
成
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
也
。
（
中
略
）

一
町
一
村
ノ
人
〈
相
互
ヒ
ニ
自
然
卜
馴
染
付
故
、
悪
キ
コ
ト
ヲ
バ
相
互
上

’
一
異
見
ヲ
言
上
、
言
ハ
レ
、
異
見
ヲ
聞
ヌ
コ
ト
モ
ナ
ラ
ズ
、
又
相
互
上
’
一

、
、

見
放
ス
事
モ
無
ク
、
交
リ
念
比
｜
一
ナ
ル
也
。
此
上
一
一
奉
行
治
ノ
筋
一
一
心
ヲ

、
、

、
、
、
、
、
、

入
し
、
名
主
二
能
示
シ
下
知
ス
レ
バ
、
一
町
一
村
ノ
内
、
相
互
ヒ
ニ
睦
ジ

、
、

ク
、
風
俗
自
然
ニ
直
り
、
悪
人
〈
自
然
ト
遠
ザ
カ
ル
。
ヘ
シ
。
（
『
政
談
』
一
）

と
、
町
や
村
を
単
位
と
し
た
風
俗
論
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
『
政
談
』
巻
之
一
は
土
着
論
と
戸
籍
の
法
の
展
開
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

の
論
の
意
図
は
、
前
引
の
よ
う
に
町
村
共
同
体
を
単
位
と
し
た
秩
序
・
風
俗
の

維
持
に
あ
っ
た
。
ま
た
、

当
時
ノ
奉
行
〈
下
ヨ
リ
申
出
デ
タ
ル
コ
ト
計
リ
ヲ
捌
キ
、
申
出
ヌ
コ
ト
ハ

、

構
ワ
ズ
、
法
計
リ
ヲ
立
テ
上
、
法
ノ
行
支
ユ
ル
所
ロ
ヲ
、
理
ヲ
極
メ
テ
法

二
合
ス
ル
ャ
フ
ニ
シ
、
治
卜
云
コ
ト
’
二
向
心
著
ヌ
故
、
悪
人
ノ
絶
ル
コ

ト
ナ
シ
。
（
『
政
談
』
一
）

と
も
い
う
。
諸
問
題
へ
の
「
法
」
的
な
対
症
療
法
的
対
応
だ
け
で
は
政
治
に
は

な
ら
な
い
。
法
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
民
衆
支
配
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
柤
侠
の
批
判

で
あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
真
の
「
治
」
と
は
、
「
法
」
的
支
配
で
は
な
く
、
「
風

俗
」
全
体
に
は
た
ら
き
か
け
る
「
仕
込
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
柤
侠
は

い
シ
ク
。

上
ヨ
リ
（
奉
行
に
）
御
預
ケ
ノ
町
村
〈
、
我
家
ノ
如
ク
｜
一
身
二
引
受
テ
世

話
ニ
シ
、
一
町
一
村
ノ
内
ノ
者
〈
和
睦
シ
、
兎
角
民
ノ
風
俗
ノ
善
ナ
ル
ー
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

キ
ス
ジ
ヲ
主
意
ト
シ
、
名
主
ニ
モ
能
筋
ヲ
申
含
メ
、
下
ノ
下
ゲ
ス
マ
ズ
、

オ
サ
メ
ヲ
疑
ハ
ヌ
様
二
治
ル
ヲ
、
誠
ノ
治
ト
言
也
。
古
聖
人
ノ
道
二
、
民

、
、
、
、
、
、
、

二
孝
悌
ヲ
教
ユ
ル
コ
ト
ヲ
第
一
卜
言
ル
モ
、
儒
者
ナ
ド
ニ
講
釈
ヲ
サ
セ
テ

民
二
聞
セ
、
民
ノ
自
カ
ラ
発
得
シ
テ
孝
悌
二
成
ル
様
ニ
ス
ル
コ
ト
ト
心
得

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ル
ハ
、
大
ヒ
ナ
ル
誤
也
。
右
二
云
ル
如
ク
、
其
町
村
ノ
睦
ジ
ク
、
民
ノ
風

、
、
、
、
、
↑
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

俗
ノ
善
ナ
ル
様
一
一
、
奉
行
ノ
仕
込
コ
ト
ヲ
、
孝
悌
ヲ
教
ユ
ル
ト
ハ
云
也
弓
政

談
』
一
）

か
く
「
孝
悌
ヲ
教
ユ
ル
」
民
衆
教
化
が
、
不
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

た
だ
そ
れ
は
、
決
し
て
儒
者
の
講
釈
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
は
、
武
士
土

着
と
厳
格
な
戸
籍
の
制
の
確
立
と
い
っ
た
基
本
制
度
の
問
題
。
二
つ
に
は
「
奉

行
」
に
よ
る
「
風
俗
」
に
対
す
る
政
治
的
方
策
の
問
題
、
し
か
も
一
町
一
村
と

い
う
民
衆
の
生
活
共
同
体
へ
の
、
し
か
も
そ
の
指
導
層
た
る
「
名
主
」
等
を
通

じ
て
の
、
政
治
的
は
た
ら
き
か
け
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
方

法
こ
そ
「
米
ヲ
臼
へ
入
レ
テ
ッ
ク
」
と
い
う
民
衆
教
化
に
有
効
な
方
法
と
い
う

（
１
）

こ
と
に
な
る
。

以
上
、
柤
侠
は
民
衆
教
化
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
幕
藩
権
力

が
そ
の
自
治
に
委
ね
て
き
た
民
衆
の
生
活
共
同
体
の
あ
り
方
に
着
目
し
、
政
治

的
術
策
に
よ
る
共
同
体
統
制
を
通
じ
て
の
教
化
（
風
俗
教
化
）
を
考
え
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ま
で
の
幕
藩
領
主
層
よ
り

も
民
衆
教
化
へ
の
関
心
を
強
め
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
一
八
世
紀
後
半
の
積

極
的
民
衆
教
化
論
へ
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
柤
侠
学
の
後
を
う
け
た
一
八
世
紀
後
半
は
、
積
極
的
教
化
論
が
登
場
し
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た
時
代
で
あ
る
心
一
八
世
紀
後
半
は
幕
藩
制
に
お
け
る
在
来
的
秩
序
の
崩
壊
期

と
い
わ
れ
る
。
民
衆
に
と
っ
て
は
み
ず
か
ら
の
共
同
体
の
秩
序
の
解
体
や
変
質

に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
享
保
期
を
初
発
と
す
る
都
市
の
打
ち
こ
わ
し
や
村

の
惣
百
姓
一
撲
が
、
こ
の
時
期
一
気
に
急
増
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
端
的
な
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
た
な
民
衆
の
動
向
を
前
に
、
民
衆
へ
の
直
接
的

な
教
化
を
積
極
的
に
説
く
経
世
論
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
折
衷
学
の
細
井
平
洲

は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
彼
が
多
く
の
領
主
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

教
化
論
を
軸
と
し
た
彼
の
経
世
論
が
当
時
の
民
衆
の
動
向
に
一
定
の
有
効
性
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
よ
う
。
領
主
側
も
直
接
的
な
教
化
策
を
必
要

（
２
）

と
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
柤
裸
の
提
示
し
た
制
度
改
革
に

よ
る
教
化
論
が
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
現
実
的
で
は
な
か

（
３
）

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

平
洲
は
ゑ
ず
か
ら
民
衆
へ
の
講
釈
と
い
う
形
で
教
化
活
動
に
取
り
組
み
、
そ

の
限
り
で
は
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
人
情
を
重
視
し
、
民
衆
の

心
情
に
訴
え
か
け
民
衆
の
共
感
を
得
た
点
に
、
彼
の
教
化
論
の
大
き
な
特
徴
が

あ
る
。
と
す
れ
ば
一
八
世
紀
後
半
は
、
領
主
が
民
衆
の
心
情
（
人
情
）
を
無
視

し
て
は
、
政
策
遂
行
が
困
難
な
段
階
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
平
洲
の

場
合
、
為
政
者
の
「
仁
政
」
へ
の
誠
実
な
姿
勢
と
民
衆
が
共
感
し
う
る
「
仁
政
」

と
い
う
事
実
を
前
提
に
し
て
、
成
り
立
つ
教
化
論
で
あ
っ
た
。
収
奪
を
基
本
と

す
る
近
世
牛
鄭
の
政
治
的
現
実
が
、
原
理
的
に
民
衆
に
と
っ
て
「
仁
政
」
た
り

え
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
平
洲
の
教
化
論
は
、
結
局
一
時
的
効
果
に
終
わ

る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

（
１
）
［
寛
政
改
革
期
の
積
極
的
教
化
政
策
］
寛
政
期
は
領
主
層
の
民
衆
教

化
政
策
上
の
画
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
民
心
を
対
象
と

し
た
積
極
的
な
教
化
政
策
の
登
場
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
儒
学
理
念
に
も
と

づ
い
て
い
た
。
幕
府
の
寛
政
改
革
も
、
積
極
的
教
化
策
に
大
き
な
特
徴
が
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
仰
高
門
日
講
の
復
活
強
化
、
『
孝
義
録
』
の
編
纂
と
出
版
、
及

び
善
行
者
等
の
積
極
的
表
彰
、
農
民
教
化
に
精
力
を
傾
け
た
名
代
官
群
の
輩
出
、

石
門
心
学
の
教
化
の
採
用
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
、
何
と
言
っ

て
も
異
学
の
禁
政
策
と
学
問
所
の
拡
充
・
直
轄
化
こ
そ
、
教
化
政
策
の
柱
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
異
学
の
禁
政
策
の
論
理
を
準
備
し
た
頼
春
水
の
教
化
論
を
み

れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。

（
２
）
［
頼
春
水
の
教
化
構
想
］
春
水
は
、
「
道
徳
を
一
に
し
て
以
て
俗
を
同

じ
く
す
」
と
い
う
『
礼
記
』
王
制
篇
の
語
に
も
と
づ
き
、
単
一
の
道
徳
原
理
で

も
っ
て
社
会
の
風
俗
を
統
一
す
る
の
が
政
治
の
役
割
で
、
そ
の
統
合
の
原
理
を

提
供
す
る
の
が
学
問
で
あ
る
と
し
、
彼
は
そ
れ
を
「
学
統
」
の
概
念
に
よ
っ
て

語
っ
た
。

、
、
、
、

君
子
の
学
は
統
を
知
る
を
先
と
為
す
。
学
ん
で
統
無
き
は
、
学
ば
ざ
る
に

如
か
ざ
る
な
り
。
統
な
る
者
は
聖
賢
の
伝
ふ
る
所
に
し
て
、
古
今
に
亘
り
、

天
地
を
貫
き
、
礼
法
以
て
立
ち
、
倫
常
以
て
明
ら
か
な
る
こ
と
、
是
れ
な

り
。
統
は
一
の
み
。
（
中
略
）
其
の
統
の
在
る
所
、
昭
か
な
る
こ
と
白
日

、
、
た
だ

の
如
く
ん
ば
、
君
相
之
を
奉
じ
、
其
の
化
源
を
端
し
、
学
士
之
を
稟
け
其

の
徳
の
意
を
宜
ぶ
。
政
術
、
上
に
一
な
れ
ば
、
風
俗
豈
に
下
に
二
三
な
ら

ん
哉
。
学
統
明
白
に
し
て
而
る
後
に
治
教
は
得
て
言
ふ
べ
き
也
。
（
「
学
統

二
寛
政
期
の
民
衆
教
化
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説
送
赤
崎
彦
礼
」
）

「
学
統
」
は
、
「
風
俗
」
を
統
一
し
「
天
下
を
一
に
す
る
」
た
め
の
民
衆
教

化
の
根
源
（
「
化
源
」
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
統
合
の
原
理
を
示
す

「
学
統
」
と
し
て
朱
子
学
が
選
択
さ
れ
、
異
学
の
禁
が
要
請
さ
れ
た
。
朱
子
学

は
、
人
の
心
か
ら
社
会
や
世
界
そ
し
て
天
地
自
然
に
い
た
る
ま
で
の
全
体
を
一

貫
し
た
秩
序
原
理
（
道
徳
的
規
範
の
原
理
）
で
説
明
す
る
点
で
、
「
風
俗
」
教

化
の
政
策
の
柱
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

春
水
の
教
化
論
の
新
た
な
特
徴
は
、
平
洲
の
よ
う
な
一
時
的
な
講
釈
で
は
な

く
、
「
学
校
」
と
い
う
組
織
的
・
恒
常
的
な
方
法
を
動
員
す
る
構
想
を
も
っ
て

い
た
こ
と
に
あ
る
。

君
上
之
御
計
に
〈
、
武
芸
之
流
義
数
々
御
座
候
て
、
勝
手
次
第
に
修
行
仕

、
、

候
様
之
御
仕
向
に
て
〈
下
方
之
心
得
い
つ
迄
も
一
統
不
仕
、
た
と
へ
学
館

（
藩
校
）
等
御
座
候
て
い
か
様
に
被
成
候
て
も
、
根
本
学
筋
之
入
り
無
之

候
へ
〈
教
化
〈
糊
立
不
申
候
（
中
略
）
一
体
教
導
に
被
為
備
置
候
学
〈
何

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、

れ
に
も
君
上
之
被
遊
候
学
筋
を
大
本
と
し
、
素
読
指
南
仕
候
者
、
手
習
師

、

、
、
、
、
、
、
、
、

匠
に
仕
候
者
迄
も
教
導
一
致
に
相
成
り
、
た
と
へ
〈
一
国
一
領
内
ハ
ー
ッ

、
、
、
、
、

之
学
館
之
内
に
居
申
候
様
に
相
成
可
申
候
（
「
春
水
遺
響
」
三
、
「
政
術
之

心
得
」
）
。

「
君
上
」
（
藩
主
）
の
学
は
一
藩
教
化
の
「
大
本
」
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま

、
、
、
、
、

ず
こ
れ
を
藩
の
”
公
“
の
学
と
し
て
「
学
統
」
を
確
定
し
、
正
学
に
一
統
化
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
は
そ
れ
は
藩
主
が
藩
校
の
学
を
朱
子
学
に
統
一
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
藩
学
一
統
の
上
で
、
藩
校
の
教
員
は
も
と
よ
り
、

藩
士
子
弟
た
ち
へ
の
「
素
読
」
教
授
（
漢
学
初
歩
）
、
さ
ら
に
は
民
衆
の
寺
子

屋
の
手
習
教
育
の
場
に
至
る
ま
で
、
こ
の
正
学
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
行
う
。

か
く
、
一
国
領
民
に
あ
ま
ね
く
正
学
に
よ
っ
て
教
化
し
て
ゆ
け
ば
、
あ
た
か
も

「
一
国
一
領
内
は
一
シ
之
学
館
之
内
」
で
あ
る
か
の
ど
と
く
、
一
国
領
内
の
「
風

俗
」
が
一
つ
の
原
理
で
も
っ
て
統
一
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
藩
の
人
心
を
、
藩

主
を
中
核
と
し
た
藩
秩
序
の
中
に
、
整
然
と
統
合
し
て
ゆ
く
こ
と
を
め
ざ
し
た

教
化
の
構
想
で
あ
っ
た
。

春
水
は
さ
ら
に
町
方
や
村
方
教
化
の
た
め
に
、
藩
校
と
連
携
し
た
郷
学
や
寺

子
屋
の
半
公
営
化
ま
で
構
想
し
て
い
た
。
民
衆
へ
の
教
化
を
、
体
系
的
に
組
織

化
さ
れ
た
「
学
校
」
を
通
じ
て
全
社
会
的
規
模
で
行
う
構
想
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
教
化
は
、
た
ん
に
教
化
に
終
わ
ら
な
い
。

御
教
導
之
筋
品
能
立
行
〈
れ
候
へ
〈
、
火
急
に
其
効
見
へ
か
た
く
候
て
も

惣
て
人
之
心
事
風
俗
に
か
上
り
候
へ
〈
、
人
物
取
立
軽
き
も
の
迄
も
風
習

正
敷
廉
恥
之
風
立
行
〈
れ
、
眼
前
之
栄
辱
に
目
を
か
け
不
申
、
詣
談
賄
賂

之
風
自
然
と
や
ミ
剛
健
確
実
相
貫
き
、
又
文
盲
に
も
無
く
候
得
〈
神
道
者

・
僧
徒
・
修
験
・
卜
笠
者
等
不
正
之
祈
念
祈
祷
又
〈
説
法
勧
化
卦
体
等
之

言
説
に
ま
ど
ひ
候
様
之
義
も
自
然
と
や
ミ
、
忠
孝
之
道
理
心
根
よ
り
行
込

厚
く
、
親
類
縁
者
よ
り
し
て
郷
党
之
礼
睦
敷
、
公
事
訴
訟
等
も
無
之
、
重

き
旅
人
之
往
来
行
儀
正
敷
、
軽
き
旅
人
に
憐
慰
を
加
へ
、
他
所
他
国
之
入

津
売
買
取
引
靭
無
理
非
道
之
事
無
之
、
人
民
御
撫
育
之
功
よ
り
し
て
士
地

之
繁
昌
風
俗
之
醇
正
、
惣
て
御
教
導
之
御
基
本
成
立
に
よ
り
て
花
咲
実
の

り
候
道
理
（
「
春
水
遺
響
」
三
、
「
政
術
之
心
得
」
）

と
い
う
よ
う
に
、
理
想
の
政
治
は
正
し
い
教
化
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
と
す
れ

ば
、
教
化
は
ま
さ
に
政
治
の
主
要
な
方
法
そ
の
も
の
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
は
、
み
や
す
い
。

こ
こ
で
は
、
「
学
校
」
等
を
通
じ
て
民
衆
教
化
が
十
分
に
機
能
し
て
ゆ
け
ば
、
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仁
政
は
十
分
に
実
現
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
朱
子
学
の
論
理
に
も

と
づ
い
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
仁
政
論
は
、
君
主
の
人
格
的
有
徳
性
に
よ

る
教
化
論
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
朱
子
学
の
徳
治
政
治
の
原
則
は
こ
こ
で
は
空

洞
化
し
て
い
る
。
君
主
の
徳
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
「
学
統
」
に
も
と
づ
く
教

育
・
教
化
に
よ
る
仁
政
論
な
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

な
お
、
引
用
に
「
神
道
者
・
僧
徒
・
修
験
・
卜
笠
者
等
不
正
之
祈
念
祈
祷
又

〈
説
法
勧
化
卦
体
等
之
言
説
に
ま
ど
ひ
候
様
之
義
」
と
あ
る
よ
う
に
、
流
行
す

る
呪
術
的
な
民
衆
の
宗
教
や
信
仰
が
、
「
親
類
縁
者
よ
り
し
て
郷
党
之
礼
」
「
土

地
の
繁
昌
風
俗
之
醇
正
」
す
な
わ
ち
共
同
体
の
「
風
俗
」
を
阻
害
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
こ
の
時
期
、
新
興
の
呪
術
的
民
衆
宗
教
が
共

同
体
の
枠
を
超
え
て
広
が
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
共
同
体
秩
序
維
持
を
考

え
て
い
る
儒
者
や
領
主
層
に
は
、
在
来
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
危
機
的
な
動
き

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
民
衆
へ
の
積
極
的
な
教
化
が
必
要
と
意
識
さ
れ

る
大
き
な
一
要
因
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

（
３
）
［
松
平
定
信
の
民
衆
観
］
異
学
の
禁
政
策
（
教
化
政
策
）
を
採
用
し

た
松
平
定
信
に
は
、
や
は
り
こ
う
し
た
寛
政
期
の
民
衆
に
対
す
る
危
機
感
が
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
定
信
の
民
衆
観
を
ゑ
て
お
き
た
い
。

君
と
民
と
は
同
じ
人
に
し
て
、
其
異
る
処
は
其
徳
器
の
上
に
居
る
べ
き
と

其
下
に
居
る
べ
き
と
を
以
て
な
り
。
唯
其
形
を
以
て
異
な
り
と
せ
ば
、
農

夫
を
し
て
端
章
甫
し
、
大
廩
高
堂
の
上
に
坐
せ
し
め
、
君
を
し
て
蔽
衣
を

身
に
し
耒
紹
を
手
に
し
て
丘
朧
の
上
に
立
た
し
め
（
、
誰
か
こ
れ
を
見
て

然
ら
ず
と
い
は
ん
。
（
中
略
）
そ
れ
君
も
民
も
同
じ
く
天
の
生
す
る
所
に

し
て
耳
目
口
鼻
身
支
百
骸
異
な
る
事
な
し
。
徳
器
其
任
に
た
ゆ
る
を
以
て

天
職
を
う
け
、
又
は
祖
先
の
餘
沢
に
よ
っ
て
天
職
を
う
ぐ
。
（
「
国
本
論
」
）

（
４
）

か
く
定
信
は
君
民
の
”
人
と
し
て
の
同
一
性
“
の
感
覚
を
自
覚
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
民
衆
と
り
わ
け
農
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
強
烈
な
政
治
責
任
の

自
覚
を
表
明
す
る
。

民
あ
り
て
衣
食
を
供
す
る
故
に
こ
そ
飢
寒
の
憂
を
ま
ぬ
か
る
。
此
功
莫

大
な
れ
ど
も
、
万
に
一
つ
も
是
に
報
ず
る
事
な
く
、
反
て
其
租
税
を
増
し
、

其
給
し
か
た
き
を
督
責
し
、
傲
然
と
し
て
下
民
を
下
視
し
て
、
其
功
の
大

な
る
を
思
は
ざ
る
は
如
何
ぞ
や
。
（
中
略
）
一
衣
一
食
民
の
功
に
あ
ら
ざ

る
事
な
く
、
祖
先
の
恩
に
あ
ら
ざ
る
事
な
く
、
天
子
の
恵
み
に
あ
ら
ざ
る

事
な
く
、
上
天
の
命
に
あ
ら
ざ
る
事
な
し
。
反
復
し
て
是
を
思
ひ
是
を
省

ゑ
て
、
其
職
を
あ
げ
其
恩
に
報
じ
其
功
に
報
い
ん
事
を
お
も
ふ
く
し
（
「
国

本
論
」
）

農
民
は
暑
寒
も
い
と
は
ず
田
畑
を
作
り
休
む
い
と
ま
も
な
く
、
商
人
百

工
も
夜
る
昼
る
あ
る
き
あ
き
な
ひ
、
汗
を
流
し
て
細
工
を
な
す
、
（
中
略
）

ま
し
て
武
士
は
四
民
の
上
に
立
つ
も
の
な
れ
ば
、
武
芸
学
問
し
て
其
職
を

尽
さ
ね
（
、
一
日
も
す
ま
ぬ
な
り
。
（
「
立
教
館
童
蒙
訓
」
）

こ
う
し
た
民
衆
の
辛
苦
の
労
働
の
お
か
げ
に
よ
っ
て
社
会
は
維
持
さ
れ
、
武

士
も
存
在
で
き
て
い
る
、
だ
か
ら
武
士
は
農
民
ら
の
労
苦
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
。
こ
う
し
た
民
へ
の
切
実
な
思
い
は
、
定
信
の
著
作
の
至
る
と
こ

ろ
で
執
勧
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
「
国
本
論
」
に
も
顕
著
だ
が
、
「
燈
前
漫
筆
」
に

は
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
に
即
し
た
農
民
生
活
の
銀
難
辛
苦
の
詳
細
丹
念
な
記

述
が
、
延
々
と
続
く
。
農
民
生
活
の
実
際
に
対
す
る
彼
の
関
心
の
大
き
さ
を
如

実
に
物
語
っ
て
い
る
。
労
働
す
る
農
民
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
存
在
さ
え
感

じ
さ
せ
る
。
当
然
、
農
民
労
働
へ
の
か
か
る
理
解
が
、
武
士
の
強
烈
な
政
治
責

任
自
覚
の
最
大
の
根
拠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
労
働
に
苦
し
む
農
民
の
「
恩
」
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に
対
す
る
「
報
恩
」
の
論
理
で
語
ら
れ
る
。
だ
か
ら

夫
れ
稼
稿
の
疾
苦
実
に
憐
む
く
し
、
凡
そ
天
下
の
事
、
見
る
は
聞
く
よ
り

切
に
、
其
身
こ
れ
に
あ
た
る
は
見
る
よ
り
ま
た
切
な
り
、
予
幼
よ
り
深
窓

に
養
は
れ
て
稼
稿
の
苦
し
み
を
知
ら
ず
、
是
を
聞
く
も
亦
う
と
し
、
い
か

で
其
情
其
勤
を
知
る
べ
き
、
然
れ
ど
も
遠
く
察
し
近
く
恕
し
て
、
其
大
概

を
し
る
（
「
国
本
論
」
）

と
、
領
主
は
民
衆
生
活
の
実
際
を
知
る
こ
と
、
と
り
わ
け
民
の
「
人
情
」
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
。
「
人
情
は
天
下
一
に
し
て
、
我
に
く
む
所

好
む
所
は
、
ま
た
人
の
悪
む
所
好
む
所
な
り
、
我
心
を
推
し
て
こ
れ
を
は
か
れ

ば
、
天
下
の
人
情
胸
中
に
歴
然
た
り
、
さ
れ
ど
一
人
の
私
を
以
て
は
量
る
べ
か

ら
ざ
る
な
り
」
（
「
国
本
論
」
）
、
ま
た
「
古
へ
よ
り
憂
ふ
る
所
は
人
君
の
下
民
の

情
を
知
ら
ざ
る
に
あ
り
」
（
同
）
と
。
そ
の
う
え
で
、
徹
底
し
た
愛
民
主
義
に

も
と
づ
く
政
治
の
基
本
ス
タ
ン
ス
が
語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
領
主
と
民
と
が

「
仇
敵
の
如
く
」
敵
対
す
る
の
も
「
是
全
く
民
の
つ
み
に
あ
ら
ず
」
と
し
、
「
一

摸
徒
党
の
騒
動
」
も
「
皆
上
の
せ
し
む
る
道
理
」
（
「
燈
前
漫
筆
」
）
と
、
民
衆

労
働
の
神
聖
視
を
前
提
に
、
領
主
の
責
任
が
一
方
的
に
強
調
さ
れ
る
構
造
と
な

る
。

こ
の
よ
う
に
定
信
は
、
民
衆
の
動
向
を
注
視
す
る
視
線
を
も
っ
た
。
民
衆
の

動
向
こ
そ
領
主
の
最
大
の
政
治
課
題
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
夏
の
五
子
之
歌
を
引
き
）
そ
れ
人
に
君
た
る
も
の
、
人
心
を
失
ふ
時
は

独
夫
と
な
る
（
中
略
）
故
に
幾
微
の
い
ま
だ
あ
ら
は
れ
ざ
る
時
に
、
超
然

と
し
て
是
を
知
り
て
こ
れ
を
は
か
る
な
り
、
民
心
の
向
背
は
則
治
乱
の
か

か
る
所
な
り
、
故
に
競
々
業
々
と
し
て
（
競
々
は
恐
る
る
也
、
業
々
は
危

ふ
む
也
）
此
民
に
の
ぞ
み
、
云
々
（
「
国
本
論
」
）

と
、
民
心
の
動
向
に
細
心
の
注
意
を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。

白
河
藩
で
天
明
大
飢
謹
の
辛
酸
を
嘗
め
、
全
国
的
な
一
摸
や
打
ち
こ
わ
し
を
見

聞
し
た
定
信
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
定
信
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
領
主
の

か
な
り
共
通
し
た
認
識
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
は
民
衆
に
対
す
る
侮
り
は
な

い
。
「
百
姓
を
無
智
の
も
の
と
見
、
町
人
の
利
勘
も
知
れ
た
る
も
の
と
思
ふ
心

底
に
て
は
、
い
づ
れ
も
か
れ
が
術
中
に
い
り
て
欺
か
る
べ
し
」
（
「
楽
亭
筆
記
」
）

と
い
う
民
衆
の
力
の
自
覚
や
警
戒
も
、
こ
う
し
た
経
験
と
民
衆
へ
の
注
視
の
結

果
で
あ
る
。
天
明
以
後
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
祖
侠
の
よ
う
な
愚
民
観
で
は
対

処
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

寛
政
期
以
後
の
政
治
改
革
、
と
り
わ
け
そ
の
中
で
、
民
衆
教
化
政
策
が
本
格

的
に
取
り
組
ま
れ
始
め
た
の
は
、
こ
う
し
た
民
衆
観
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

天
明
・
寛
政
期
の
民
衆
の
基
本
的
な
動
向
は
、
以
後
も
強
ま
り
こ
そ
す
れ
弱

ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
は
、
か
か
る
国
内
状
況
（
内
憂
）
に
加
え

て
、
新
た
に
欧
米
列
強
に
よ
る
外
圧
の
危
機
が
に
わ
か
に
浮
上
し
て
き
た
「
外

患
の
時
代
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
憂
外
患
に
正
面
か
ら
取
り
組
象
、
国
体
論
と

尊
王
撰
夷
論
を
提
示
し
た
の
が
、
後
期
水
戸
学
で
あ
る
。
寛
政
期
の
領
主
層
や

経
世
論
者
は
、
民
衆
の
動
向
に
細
心
の
注
意
を
向
け
、
民
心
教
化
に
内
憂
克
服

の
方
向
を
ゑ
い
だ
そ
う
と
し
た
。
後
期
水
戸
学
の
場
合
、
内
憂
と
外
患
と
い
う

異
な
る
問
題
を
、
民
心
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
と
し
て
一
体
化
し
て

と
ら
え
、
民
族
的
し
。
ヘ
ル
に
お
け
る
民
心
教
化
策
を
構
想
し
た
。
民
心
へ
の
注

視
と
そ
の
教
化
と
い
う
点
で
、
水
戸
学
に
は
寛
政
以
来
の
政
治
課
題
の
継
続
が

三
後
期
水
戸
学
の
民
衆
観
と
教
化
の
構
想八
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ゑ
て
と
れ
る
が
、
教
化
の
方
法
に
お
い
て
は
、
「
学
校
」
教
育
を
動
員
し
た
道

徳
教
化
で
は
な
く
、
宗
教
に
よ
る
民
心
収
攪
策
を
構
想
し
た
点
に
、
後
期
水
戸

学
の
新
し
さ
が
見
て
取
れ
る
。

（
１
）
［
外
圧
Ⅱ
耶
蘇
脅
威
論
］
後
期
水
戸
学
で
は
、
欧
米
の
侵
略
的
危
機

と
い
う
外
圧
を
、
む
き
だ
し
の
軍
事
力
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
宗
教
に
か
か

わ
る
問
題
と
と
ら
え
た
。
会
沢
正
志
斎
は
「
新
論
」
の
「
虜
情
」
篇
冒
頭
に
、

西
洋
の
強
盛
さ
を
分
析
し
て
、
言
う
。
西
洋
の
「
智
勇
」
「
仁
恩
」
「
礼
楽
刑
政
」

「
神
造
鬼
設
」
な
ど
が
卓
越
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
「
其
の
侍
み
て
以
て

伎
侭
を
暹
し
く
す
る
所
の
者
は
、
独
り
一
耶
蘇
教
有
る
の
み
」
と
断
言
す
る
。

耶
蘇
教
の
内
容
自
体
は
「
邪
僻
浅
晒
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
「
愚
民
を
証

ま
ど

誘
し
易
く
」
、
「
巧
言
繁
辞
」
「
小
恵
」
に
よ
り
、
士
大
夫
で
さ
え
「
心
畠
ひ
志

溺
れ
、
頑
乎
と
し
て
其
れ
解
く
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
」
。
他
国
へ
の
侵
略
は
、
「
先

づ
通
市
（
貿
易
）
に
因
り
て
其
の
虚
実
を
窺
ひ
」
、
乗
ず
べ
き
を
見
れ
ば
一
挙

に
襲
撃
、
不
可
な
ら
ば
「
夷
教
を
唱
へ
て
、
以
て
民
心
を
扇
惑
す
。
民
心
一
た

た
ん
こ

び
移
れ
ば
（
民
は
西
洋
を
）
箪
壺
（
大
歓
迎
し
て
）
相
迎
へ
、
之
を
得
て
禁
ず

る
莫
し
」
、
宗
教
の
力
で
民
心
を
掌
握
し
て
し
ま
え
ば
、
国
の
併
呑
は
お
の
ず

か
ら
成
る
と
い
う
。
か
く
西
洋
脅
威
の
根
本
は
、
む
き
だ
し
の
軍
事
力
で
あ
る

以
上
に
、
民
心
を
収
攪
し
う
る
宗
教
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
会
沢
の
結
論
な
の

で
あ
る
。

軍
事
力
よ
り
民
心
こ
そ
根
本
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
い
か
に
民
心
を
つ
か
む
か

こ
そ
が
問
題
と
な
る
。
西
洋
は
そ
れ
を
十
分
承
知
し
て
い
る
、
と
会
沢
は
見
る
。

つ
い
き
お
い

「
其
（
西
洋
）
の
俗
は
残
忍
に
し
て
、
日
に
干
戈
を
尋
ぎ
、
勢
そ
の
民
を
愚
弱

に
し
て
は
、
以
て
自
か
ら
国
を
立
つ
る
を
得
ず
」
、
故
に
西
洋
は
民
衆
愚
弱
化

政
策
を
と
ら
な
い
。
徴
兵
制
を
採
り
、
さ
ら
に
「
妖
教
を
用
ゐ
て
以
て
其
の
民

を
誘
ひ
、
民
心
皆
一
な
れ
ば
、
以
て
戦
ふ
に
足
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
キ
リ
ス

ト
教
に
よ
っ
て
民
心
を
一
元
的
に
収
攪
し
た
上
で
の
徴
兵
、
そ
れ
が
軍
事
的
強

力
さ
の
根
本
と
い
う
（
「
国
体
」
中
）
。
民
心
収
攪
は
、
軍
事
の
問
題
と
一
体
な

の
で
あ
る
。

、
、

宗
教
を
て
こ
と
し
た
西
洋
の
こ
の
方
法
、
会
沢
に
よ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
、
「
太

祖
」
（
神
武
天
皇
）
以
来
、
わ
が
国
古
代
の
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
太

よ

祖
征
戦
し
た
ま
ふ
や
、
毎
に
神
威
に
仗
り
て
以
て
武
功
を
成
」
し
、
征
討
す
れ

ば
必
ず
「
天
社
・
国
社
」
を
祭
り
、
そ
の
祭
祀
・
典
礼
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ

を
通
じ
て
「
天
下
の
民
心
、
繋
属
す
る
所
有
り
て
、
以
て
同
じ
く
朝
廷
を
奉
じ
」
、

も
つ
ぱ

そ
う
す
る
こ
と
で
「
民
心
を
純
ら
に
し
て
、
夷
狄
を
斥
け
、
擴
俗
を
変
ず
。
是

あ
ま
れ

や
わ
ら

を
以
て
徳
化
日
に
治
く
、
黎
民
こ
れ
雍
ぐ
」
と
い
う
よ
う
に
（
「
新
論
」
長
計
）
。

か
く
か
の
「
妖
教
」
は
、
民
心
掌
握
と
い
う
点
に
お
い
て
、
外
な
ら
ぬ
わ
が

「
神
聖
の
教
え
」
に
類
縁
性
が
見
い
だ
せ
た
。
会
沢
は
、
そ
こ
に
一
種
の
「
政

教
一
致
」
の
理
想
を
見
て
い
た
。
そ
れ
故
、
西
洋
は
油
断
で
き
な
い
恐
る
べ
き

相
手
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
民
衆
を
め
ぐ
る
わ
が
現
状
は
、
古
代
の
祭
政
一
致
の
理
想
と

は
程
遠
く
、
民
心
離
反
の
現
状
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
。
「
民
心
主
無
し
」
と

は
、
民
心
統
合
の
基
軸
の
欠
落
を
嘆
く
会
沢
の
、
繰
り
返
さ
れ
る
常
套
句
で
あ

っ
た
。そ

の
主
な
要
因
を
会
沢
は
、
兵
農
分
離
以
後
の
体
制
に
み
い
だ
す
。
武
士
の

集
住
が
商
人
の
力
を
強
め
、
そ
の
た
め
「
僧
著
」
「
驍
淫
蕩
供
」
を
生
み
、
「
利

を
見
て
義
を
忘
」
れ
、
「
廉
恥
」
な
く
、
諸
々
の
「
流
弊
」
が
生
起
し
て
き
た
。

「
夫
れ
兵
は
地
を
守
る
所
以
、
地
は
兵
を
養
ふ
所
以
な
り
。
兵
と
地
と
は
相
離

る
る
を
得
ず
、
離
る
れ
ぱ
則
ち
地
は
空
虚
に
し
て
、
兵
は
寡
弱
と
な
る
」
と
い

八
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う
武
士
土
着
論
が
会
沢
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
武
士
集
住
に
よ
る
悪
循

、
、

環
の
構
造
は
、
「
本
末
（
幕
府
も
大
名
・
武
士
・
民
も
）
共
に
弱
き
を
致
す
」

政
策
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
幕
初
以
来
「
夫
れ
既
に
天
下
を
弱

け
ん
し
ゅ

に
せ
ん
と
し
て
、
天
下
弱
な
り
。
鰐
首
（
民
衆
）
を
愚
に
せ
ん
と
し
て
鶉
首
愚

な
り
」
の
民
衆
愚
弱
化
政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
。
国
家
全
体
の
衰
弱
の
進
行
は

深
刻
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
「
国
体
」
中
）
。
そ
れ
は
裏
か
ら
い
え
ば
、
た

ん
に
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
問
題
な
の
で
な
く
、
民
心
を
収
攪
で
き
る
宗
教
を

政
治
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
め
て
い
な
い
幕
藩
政
治
体
制
上
の
問
題
点
の
指
摘

（
５
）

で
あ
る
。

文
政
期
に
外
患
に
向
き
合
っ
た
会
沢
は
、
か
く
民
衆
教
化
策
の
欠
如
（
愚
民

化
策
）
こ
そ
を
問
題
に
し
た
。
し
か
も
、
民
心
へ
の
浸
透
を
ね
ら
う
「
妖
教
」

を
と
も
な
っ
た
西
洋
脅
威
観
に
触
発
さ
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
内
で

民
心
を
つ
か
ん
で
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
不
受
不
施
・
蓮
華
往
生
・
富
士
講
な
ど

と
い
っ
た
新
興
の
民
衆
的
宗
教
（
「
祷
祠
呪
誼
」
の
類
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と

同
様
、
国
体
論
か
ら
す
る
教
化
と
相
い
れ
な
い
反
秩
序
的
動
向
と
み
な
さ
れ
た

の
も
、
当
然
で
あ
っ
た
。
頼
春
水
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
上
か
ら
の
民
衆
教

化
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
民
衆
的
宗
教
へ
の
敵
視
は
共
通
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
の
ち
、
明
治
期
、
国
家
神
道
成
立
の
過
程
に
お
い
て
、
民
衆
宗
教

に
統
制
を
加
え
教
派
神
道
に
再
編
す
る
こ
と
で
、
そ
の
ア
モ
ル
フ
ァ
ス
な
民
衆

性
を
骨
抜
き
に
し
て
い
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
興
味
深
い
も
の
が
あ

る
。

か
く
て
内
憂
（
民
心
離
反
）
と
外
患
（
侵
略
的
危
機
）
と
が
、
民
心
を
め
ぐ

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
と
し
て
、
一
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
民

心
の
拠
る
べ
き
国
家
の
「
大
経
」
を
明
確
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
心
の
統
合

を
は
か
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
、
国
内
秩
序
の
回
復
は
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
侵
略
の

脅
威
を
打
破
す
る
方
途
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
「
大
経
」
が
、
わ
が
国
古
代
天

皇
祭
祀
に
そ
な
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
国
体
論
が
復
古
的
論
調
を
お
び

る
の
は
、
当
然
で
あ
っ
た
。

（
２
）
［
民
心
と
国
体
］
民
心
の
掌
握
の
緊
要
性
を
説
く
会
沢
の
民
衆
観
は
、

夫
れ
天
下
の
民
、
甚
だ
衆
く
し
て
、
君
子
甚
だ
鮮
し
。
毒
愚
の
心
一
た
び

傾
か
ば
、
則
ち
天
下
固
よ
り
治
む
く
か
ら
ず
。
故
に
聖
人
、
造
言
乱
民
の

刑
を
設
く
る
こ
と
甚
だ
厳
な
る
は
、
其
の
、
愚
民
を
惑
は
す
を
悪
め
ば
也

（
「
新
論
」
虜
情
）
。

と
い
う
よ
う
に
、
一
種
の
愚
民
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
心
離
反
の
も
と
で
は

聖
人
で
も
治
め
が
た
い
、
つ
ま
り
民
心
を
無
視
し
た
政
治
は
成
り
立
た
な
い
し
、

社
会
秩
序
維
持
は
民
心
次
第
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
秩
序
維
持
の

機
能
を
、
従
来
の
村
支
配
の
原
則
、
或
は
祖
侠
学
に
い
う
共
同
体
に
求
め
る
の

で
は
な
く
、
個
々
の
民
衆
の
心
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
も
は

や
共
同
体
へ
の
期
待
は
薄
ら
い
で
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
「
神
聖
の
大
道
未
だ
明
ら
か
な
ら
ず
、
民
心
未
だ
主
あ
ら
」
ざ
る
状
態

で
、
夷
虜
が
「
愚
民
を
曇
惑
」
す
る
事
態
と
な
れ
ば
）
、
挙
げ
て
之
を
大

観
す
れ
ば
、
果
た
し
て
中
国
（
日
本
）
た
り
や
、
明
・
情
た
り
や
、
将
た

身
毒
た
り
や
。
抑
々
西
洋
た
り
や
。
国
の
体
た
る
、
其
れ
如
何
ぞ
や
。
夫

れ
四
体
具
ら
ざ
れ
ぱ
、
以
て
人
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
国
に
し
て
体
無
く
ん

ば
、
何
を
以
て
国
と
な
さ
ん
や
。
而
る
に
論
者
方
に
言
ふ
「
国
を
富
ま
し

め
兵
を
強
く
す
る
は
、
辺
を
守
る
の
要
務
な
り
」
と
。
今
、
虜
は
民
心
の

主
無
き
に
乗
じ
、
陰
か
に
辺
民
を
誘
ひ
、
暗
に
之
が
心
を
移
さ
ん
と
す
。

民
心
一
た
び
移
ら
ぱ
、
則
ち
未
だ
戦
は
ず
し
て
、
天
下
既
に
夷
虜
の
有
と
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な
ら
ん
。

引
用
は
「
新
論
」
（
国
体
・
上
）
で
国
体
を
定
義
的
に
論
じ
た
箇
所
で
あ
る

が
、
い
か
に
富
国
強
兵
・
国
力
強
化
を
は
か
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
自
体

は
「
国
の
体
」
で
は
な
い
。
国
に
と
っ
て
民
心
の
収
攪
こ
そ
が
根
本
、
民
心
を

失
え
ば
、
国
が
国
と
し
て
「
体
」
を
な
さ
な
い
、
と
い
う
。
民
心
は
、
人
の
存

立
に
四
体
を
要
す
る
の
と
同
じ
く
、
国
が
国
と
し
て
存
立
す
る
（
「
体
」
を
な

す
）
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
国
体
」
が
、
明
・
清
や
「
身
毒
」
（
イ
ン
ド
）
や
西
洋
な
ど

と
区
別
さ
れ
た
、
日
本
が
日
本
で
あ
る
た
め
の
国
家
と
し
て
の
固
有
の
あ
り
方

（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
、
国
家
の
固

有
の
あ
り
方
は
、
民
衆
の
内
面
と
無
関
係
に
は
存
立
し
え
な
い
と
想
定
さ
れ
て

い
る
。
会
沢
に
お
い
て
「
国
体
」
と
は
、
要
す
る
に
「
臣
民
」
の
実
践
す
べ
き

当
為
規
範
（
忠
孝
道
徳
）
で
あ
っ
た
。
国
体
が
民
衆
に
よ
っ
て
依
拠
さ
れ
、
実

践
さ
る
べ
き
規
範
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
体
（
ひ
い
て
は
国
家
）
は
、
「
臣
民
」

の
不
断
の
実
践
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
安
定
的
に
存
立
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
か

く
、
民
衆
が
い
か
に
国
家
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
を
さ
さ
え
得
る
か
こ
そ
、
問
題

で
あ
っ
た
。

し
か
ら
ぱ
民
衆
は
、
政
治
の
責
任
主
体
と
想
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

今
、
之
（
「
不
抜
の
業
」
）
を
施
行
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
宜
し
く
民
を
し
て

之
に
由
ら
し
む
く
く
し
て
、
之
を
知
ら
し
む
く
か
ら
ず
。
若
し
夫
れ
民
を

、

し
て
之
に
由
ら
し
む
る
所
以
の
者
を
論
ぜ
ぱ
、
則
ち
曰
く
礼
の
み
。
礼
の

、

目
は
五
、
而
し
て
民
に
敬
を
教
ふ
る
は
、
祀
よ
り
大
な
る
は
莫
し
（
「
新

論
」
長
計
）
。

明
ら
か
に
、
民
衆
は
自
ら
の
う
ち
に
拠
る
べ
き
自
律
性
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
政
治
主
体
へ
の
成
長
は
阻
止
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
政
治

の
責
任
主
体
は
武
士
で
あ
り
、
そ
の
点
で
の
民
衆
と
の
差
別
は
判
然
と
し
て
い

る
。
民
衆
は
「
由
ら
し
む
く
く
し
て
知
ら
し
む
く
か
ら
」
ざ
る
存
在
、
そ
し
て

民
衆
の
拠
る
べ
き
規
範
は
「
国
体
」
、
実
際
上
は
、
天
皇
に
よ
る
「
礼
」
、
と
り

わ
け
「
祭
祀
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
朱
子
学
に
み
ら
れ
た
直
接
的
教
化
や

啓
蒙
的
な
主
知
主
義
の
立
場
は
全
く
な
い
。
為
政
者
の
側
か
ら
の
、
宗
教
性
を

と
も
な
っ
た
制
度
や
術
策
的
操
作
に
も
と
づ
く
民
衆
動
員
の
構
想
と
い
っ
て
よ

い
。（

３
）
［
人
情
理
解
の
深
化
］
な
ぜ
宗
教
な
の
か
。
耶
蘇
教
が
契
機
で
あ
っ

た
の
は
勿
論
と
し
て
も
、
そ
の
前
提
に
、
民
衆
の
人
情
や
内
面
へ
の
理
解
の
格

段
の
深
化
が
あ
っ
た
。

禁
教
令
の
故
に
耶
蘇
教
浸
透
を
楽
観
視
す
る
論
に
、
会
沢
は
鋭
く
反
溌
し
て

言
う
。

、

、

民
の
利
を
好
承
鬼
を
畏
る
る
は
、
そ
の
情
の
免
る
る
能
は
ざ
る
所
、
筍
く

も
潜
か
に
そ
の
心
を
移
す
所
以
の
者
有
ら
ぱ
、
則
ち
厳
刑
峻
法
と
錐
も
亦

せ

た
得
て
詰
む
べ
か
ら
ざ
る
者
有
ら
ん
（
「
新
論
」
虜
情
）
。

こ
こ
で
「
利
」
と
「
鬼
」
（
鬼
神
）
を
も
ち
だ
す
の
は
、
西
洋
の
貿
易
と
キ

リ
ス
ト
教
に
対
応
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
前
に
は
、
「
厳
刑
峻
法
」

と
い
う
政
治
的
強
制
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
明
確
な
禁
令
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
博
変
が
絶
え
な
い
の
は
、
民
が
「
そ
の
利
を
好
む
に
因
」
る

か
ら
で
あ
り
、
ま
た
不
受
不
施
・
蓮
花
往
生
・
富
士
講
等
の
「
祷
祠
呪
誼
」
が

「
随
っ
て
除
け
ば
随
っ
て
生
ず
」
る
の
も
、
民
が
「
そ
の
鬼
を
畏
る
る
に
因
」

る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
同
前
）
。
つ
ま
り
、
「
そ
の
情
の
免
る
る
能
は
ざ
る
」

人
間
の
自
然
の
性
情
や
内
面
に
対
し
て
は
、
法
令
や
厳
刑
な
ど
の
政
治
的
強
制
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力
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
民
心
収
攪
策
を
欠
い
た
こ

れ
ま
で
の
体
制
の
政
治
の
あ
り
方
の
限
界
を
指
摘
し
て
、
「
利
」
「
鬼
」
（
貿
易

と
宗
教
）
を
た
ず
さ
え
た
西
洋
へ
の
対
抗
策
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

体
制
か
ら
離
反
し
た
民
衆
を
一
元
的
に
統
合
し
、
国
家
の
側
に
吸
引
し
て
ゆ

く
と
い
っ
た
課
題
に
応
え
得
る
政
策
、
そ
れ
は
、
政
治
的
強
制
力
の
及
ば
な
い
、

人
間
の
自
然
の
性
情
や
内
面
に
働
き
か
け
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
明
・
寛
政
期
の
朱
子
学
は
、
た
し
か
に
そ
の
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
朱
子
学
の
道
徳
論
は
、
民
衆
が
心
情
的
に
共
感
し
実
践
に
む
か
う
に
は
、

難
解
で
か
つ
観
念
的
に
す
ぎ
た
。
こ
の
点
会
沢
も
「
民
を
動
か
す
に
実
事
を
以

て
す
べ
く
し
て
、
こ
れ
を
嚥
す
に
空
言
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
」
（
「
新
論
」
守
禦
）

と
い
う
よ
う
に
、
朱
子
学
の
言
葉
に
よ
る
教
化
の
有
効
性
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。

、
そ
れ
に
比
べ
、
記
紀
神
話
に
も
と
づ
く
会
沢
ら
後
期
水
戸
学
の
忠
孝
道
徳
論

は
、
単
純
で
わ
か
り
や
す
か
っ
た
し
、
ま
た
宗
教
性
を
よ
そ
お
っ
た
構
想
で
も

あ
っ
た
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、
会
沢
の
祭
祀
の
体
系
の
基
本
に
は
、
死
後

安
心
論
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
や
民
衆
的
宗
教
に
対
抗

し
て
民
心
を
掌
握
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
死
生
論
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

（
４
）
［
死
生
論
と
父
子
一
気
論
］
一
般
に
近
世
儒
学
は
死
生
論
を
説
か
な

か
っ
た
と
さ
れ
る
。
儒
教
が
喪
礼
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
よ

う
。
そ
の
意
味
で
近
世
儒
学
が
、
宗
教
性
を
も
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
死

後
不
安
感
を
も
つ
民
心
を
と
ら
え
得
な
か
っ
た
。
会
沢
は
こ
の
弱
点
に
気
づ
い

て
い
た
。
彼
が
、
儒
教
概
念
で
死
生
論
を
展
開
し
、
祖
先
祭
祀
を
論
じ
た
所
以

で
あ
ろ
う
。

と
も

物
は
人
よ
り
霊
な
る
は
莫
し
。
其
の
魂
塊
精
強
に
し
て
、
草
木
禽
獣
と
与

し
め
つ

に
測
滅
す
る
能
は
ず
。
其
の
死
生
の
際
に
お
い
て
も
、
亦
た
漠
然
と
し
て

念
ふ
な
き
能
は
ず
。
故
に
聖
人
は
祀
礼
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
幽
明
を

治
め
、
死
者
を
し
て
愚
る
所
有
り
て
以
て
其
の
神
を
安
ん
ぜ
し
め
、
生
者

た
が

を
し
て
死
し
て
依
る
所
有
る
を
知
っ
て
、
其
の
志
を
弐
は
せ
ざ
ら
し
む

（
「
新
論
」
長
計
）
。

死
者
の
「
魂
塊
」
は
、
簡
単
に
消
滅
す
る
も
の
で
な
い
。
子
孫
は
、
「
祀
礼
」

に
よ
っ
て
死
者
の
「
魂
塊
」
の
愚
る
と
こ
ろ
を
あ
ら
し
め
、
安
ん
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
「
祀
礼
」
は
、
「
遊
魂
」
を
安
ん
ず
る
の
み
で
な
く
、
生
者
の
死
後

へ
の
不
安
を
解
消
す
る
。
よ
っ
て
死
後
安
心
論
が
民
心
を
安
ん
ず
る
基
礎
で
あ

る
。
も
し
「
祀
礼
廃
ら
ば
」
「
遊
魂
安
き
を
得
」
ざ
る
た
め
、
「
生
者
も
身
後
を

お
そ仇

れ
、
民
に
固
志
な
く
」
な
る
（
同
前
）
。
死
後
へ
の
不
安
こ
そ
、
生
者
と
し

て
の
民
の
心
の
不
安
を
生
み
、
耶
蘇
や
「
祷
祠
呪
詔
」
等
の
邪
教
の
乗
じ
入
る

隙
に
な
る
。
か
く
、
喪
礼
・
祭
祀
の
意
味
と
そ
の
重
要
性
が
語
ら
れ
た
。

こ
の
死
生
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
民
衆
宗
教
へ
の
対
抗
で
あ
っ
た
が
、
ま
た

死
後
の
世
界
を
説
き
始
め
た
平
田
国
学
の
イ
ン
・
ハ
ク
ト
も
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ

後
期
水
戸
学
の
死
後
安
心
論
は
、
儒
教
的
な
父
子
一
体
論
（
一
気
論
的
生
命
観
）

に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

た
が

天
の
道
は
、
陰
陽
測
ら
れ
ず
し
て
、
物
を
生
じ
て
弐
は
ず
。
（
中
略
）
陰

陽
合
し
て
物
を
生
じ
、
精
な
る
者
は
人
と
為
る
。
其
の
体
は
即
ち
父
祖
の

遺
、
其
の
気
は
即
ち
天
地
の
精
な
り
。
同
体
一
気
、
こ
も
ご
も
相
感
応
す

（
「
新
論
」
国
体
・
上
）
。

か
く
後
期
水
戸
学
も
儒
教
の
気
の
思
想
的
伝
統
に
よ
っ
て
自
然
と
人
間
を
語

る
。
す
な
わ
ち
万
物
は
陰
陽
二
気
の
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
、
人
も
同
じ
く
、
天

地
の
気
と
父
祖
の
体
を
う
け
て
存
在
す
る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
次
の
と
お
り
祭
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祀
の
根
拠
が
説
か
れ
る
。

人
は
父
祖
の
体
を
受
け
、
天
地
の
気
を
う
け
て
生
け
る
も
の
な
れ
ば
、
天

地
と
父
祖
と
は
人
の
本
也
。
故
に
、
至
尊
は
天
地
と
祖
宗
と
を
祭
り
給
ひ
、

士
民
た
る
も
の
、
外
に
は
大
祭
の
用
を
供
し
奉
り
て
、
己
が
至
誠
を
天
地

に
通
じ
、
内
に
は
父
祖
を
祭
り
て
、
自
ら
其
の
誠
を
尽
す
（
「
迪
葬
篇
」

神
天
）
。

人
は
、
「
人
の
本
」
た
る
天
地
と
父
祖
と
を
祭
る
が
、
た
だ
天
地
と
祖
宗
（
天

祖
）
は
、
「
至
尊
」
（
天
皇
）
が
代
表
し
て
祭
る
。
士
民
は
、
そ
の
天
皇
の
祭
祀

を
「
誠
心
」
で
も
っ
て
「
供
奉
」
す
る
一
方
、
一
家
の
内
に
お
い
て
自
ら
の
父

祖
へ
の
祭
祀
を
行
う
。
「
誠
」
を
尽
く
し
て
祭
れ
ば
、
自
己
の
「
本
」
た
る
「
天

地
」
と
「
父
祖
」
と
に
「
同
体
一
気
、
相
感
応
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
祭
祀

に
よ
る
「
天
地
」
と
「
父
祖
」
と
の
こ
の
相
感
応
・
一
体
化
、
こ
れ
が
「
天
人

の
合
」
（
天
人
合
一
）
で
あ
り
、
後
期
水
戸
学
が
強
調
す
る
「
奉
天
報
祖
」
「
報

本
反
始
」
の
意
味
で
あ
る
。

後
期
水
戸
学
の
祭
祀
論
と
忠
孝
論
を
さ
さ
え
る
理
論
が
、
父
子
一
体
論
で
あ

っ
た
。

父
子
は
本
同
一
気
に
し
て
、
身
体
の
分
れ
た
る
の
み
な
り
。
た
と
へ
ば
、

一
水
の
流
る
上
が
如
し
。
上
流
濁
る
と
き
は
下
流
も
ま
た
濁
り
、
下
流
ま

る
時
は
上
流
も
止
ま
る
。
水
肺
連
綿
し
て
絶
え
ざ
る
故
な
り
。
人
の
身
も

血
昧
連
綿
し
て
分
流
す
る
な
れ
ば
、
子
孫
の
血
豚
は
父
祖
の
血
豚
な
り
。

父
祖
は
上
流
に
し
て
子
孫
の
前
身
な
り
、
子
孫
は
下
流
に
し
て
父
祖
の
後

身
な
り
。
故
に
聖
賢
の
語
に
も
、
身
は
父
母
の
遺
体
な
り
と
い
へ
り
。
天

地
開
關
し
、
初
め
て
人
民
あ
り
て
よ
り
以
来
、
一
気
流
通
し
て
、
子
孫
あ

ら
ん
限
り
は
相
連
綿
す
（
「
迪
舞
篇
」
師
道
）
。

父
子
が
本
来
「
分
身
一
体
」
で
あ
る
こ
と
が
、
川
の
一
水
連
続
に
譽
え
ら
れ

る
。
『
礼
記
』
祭
義
篇
に
「
身
は
父
母
の
遺
体
」
と
い
う
の
も
、
父
祖
ｌ
子
ｌ

孫
の
血
脈
の
連
続
の
意
と
解
さ
れ
、
ま
た
「
父
祖
と
子
孫
と
同
一
気
に
し
て
、

天
地
と
共
に
窮
り
な
き
事
、
自
然
の
天
倫
」
（
同
前
）
と
も
い
う
よ
う
に
、
ま

さ
に
天
地
自
然
的
秩
序
の
一
環
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
血
脈
の
連
続
し
た

父
祖
と
子
孫
が
同
一
気
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
父
祖
と
子
孫
が
同
一
生
命
で
あ

る
と
い
う
生
命
観
の
表
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
「
此
父
子
分
身
一
体

の
義
を
以
て
、
久
遠
に
推
す
と
き
は
、
千
百
世
と
い
へ
ど
も
一
身
に
異
な
ら
ず
」

（
６
）

（
同
前
）
と
い
う
の
に
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
人
々
各
々
其
父
祖
を

、
、

祭
る
」
の
は
「
（
父
祖
か
ら
連
続
し
た
）
其
の
遺
体
を
以
て
前
身
を
祭
る
」
か

ら
こ
そ
、
「
本
よ
り
一
気
の
相
感
ず
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
死
者
の

霊
（
「
鬼
神
」
）
は
、
漫
然
と
浮
遊
す
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
「
遠
く
天
堂

地
獄
へ
往
く
べ
き
に
も
非
ず
」
、
「
そ
の
後
身
の
子
孫
に
付
き
纒
ひ
て
、
近
く
室

堂
中
を
離
る
べ
か
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
（
「
迪
葬
篇
」
師
道
）
。

こ
う
し
て
会
沢
は
、
儒
教
の
気
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
祭
祀
論
を
説
き
、
宗

教
性
の
論
理
を
ま
と
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
、
後
期
水
戸
学
の
論
理
の
な
か
で

は
、
皇
統
無
窮
の
国
体
の
理
論
的
根
拠
さ
え
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意

味
で
、
天
皇
を
頂
点
に
し
て
構
想
さ
れ
た
祭
祀
の
体
系
（
「
典
礼
教
化
の
大
経
」
）

は
、
儒
教
の
論
理
に
よ
そ
お
わ
れ
た
一
種
の
政
治
神
学
の
構
想
で
も
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
民
心
を
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
や
民
衆
的
宗
教
な
ど

か
ら
ひ
き
は
が
し
、
国
家
の
側
に
吸
引
し
う
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
後
期
水
戸
学
の
こ
う
し
た
宗
教
的
構
想
が
、
実
際
に
民
心
を
収
漬

し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ

い
武
士
の
心
を
一
定
程
度
吸
引
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
民
衆
一
般
に
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ま
で
に
は
、
到
底
と
ど
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
新
興
の

民
衆
宗
教
に
吸
引
さ
れ
る
底
辺
民
衆
は
も
と
よ
り
、
国
学
に
つ
な
が
る
民
衆
層

に
さ
え
、
対
応
で
き
る
思
想
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
、
明
治
期
の
国
家
神
道
の
う
ち
に
、
ど
の
程
度
ま
で
会
沢
に
み
ら
れ
る
後

期
水
戸
学
の
論
理
が
再
生
し
て
く
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
要
す
る
問
題

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
中
村
春
作
氏
は
、
柤
侠
の
「
風
俗
」
概
念
を
、
「
世
界
を
、
『
関
係
性
』

の
総
和
と
し
て
外
側
か
ら
観
る
た
め
の
仕
掛
け
」
で
「
い
わ
ば
一
つ
の
論

理
」
で
あ
り
、
「
実
体
視
」
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
（
「
『
風
俗
』
論
へ
の

視
角
」
、
『
思
想
』
七
六
六
、
ご
震
）
。
し
か
し
、
上
引
に
「
町
村
ノ
睦
ジ

ク
」
が
「
民
ノ
風
俗
ノ
善
」
と
い
う
通
り
、
柤
挾
の
「
風
俗
」
は
実
体
概

念
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
２
）
領
主
側
か
ら
の
民
衆
へ
の
直
接
的
な
教
化
策
は
、
享
保
期
の
吉
宗
に
先

駆
が
み
ら
れ
る
。
一
摸
。
う
ち
こ
わ
し
の
初
発
期
に
あ
た
る
の
も
示
唆
的

か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
例
え
ば
柤
侠
学
の
亀
井
南
冥
に
は
、
民
衆
教
化
論
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
４
）
た
だ
し
「
徳
器
」
や
「
祖
先
の
余
沢
」
（
家
柄
）
に
君
と
民
の
差
を
認

識
し
て
い
る
以
上
、
平
等
思
想
と
は
無
縁
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
５
）
藤
田
幽
谷
の
場
合
、
民
衆
の
秩
序
か
ら
の
離
反
の
原
因
に
つ
い
て
は
、

そ
の
農
政
書
「
勧
農
或
問
」
や
多
く
の
封
事
類
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元

禄
以
降
の
為
政
者
の
悪
政
に
主
な
原
因
が
求
め
ら
れ
た
。
例
え
ば
宝
永
改

革
を
指
導
し
た
松
浪
勘
十
郎
は
、
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
彼
ら

［
注
］

［
引
用
テ
ク
ス
ト
］

朱
子
『
大
学
章
句
』
『
中
庸
章
句
』
（
島
田
虚
次
『
大
学
・
中
庸
』
朝
日
新
聞

社
、
中
国
古
典
選
、
ご
雪
）
／
荻
生
柤
侠
『
太
平
策
』
『
政
談
』
『
弁
名
』
（
日

本
思
想
大
系
『
荻
生
祖
侠
』
）
／
頼
春
水
「
学
統
説
送
赤
崎
彦
礼
」
（
原
漢
文

『
寛
政
異
学
禁
関
係
文
書
』
、
『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
三
巻
）
、
「
春
水
遣
響
』

（
「
広
島
県
史
、
近
世
資
料
篇
Ⅵ
』
ご
認
）
／
松
平
定
信
『
国
本
論
」
「
立

教
館
童
蒙
訓
』
『
燈
前
漫
筆
』
『
楽
亭
筆
記
』
（
江
間
政
発
編
「
楽
翁
公
遺
書
』

上
中
下
巻
、
屍
麗
）
／
藤
田
幽
谷
「
丁
巳
封
事
」
（
日
本
思
想
大
系
『
水
戸

学
』
ご
国
）
／
会
沢
正
志
斎
『
新
論
』
（
日
本
思
想
大
系
『
水
戸
学
』
）
、
『
迪

葬
篇
』
（
岩
波
文
庫
『
新
論
・
迪
舞
篇
』
ご
全
）

（
甲
南
女
子
大
学
教
授
）

［
付
記
］
本
報
告
は
、
拙
著
「
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』
（
こ
ぎ
．
思
文
閣

出
版
）
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
念
の
た
め
お
断
り
し
て
お
く
。

は
、
「
本
」
（
農
Ⅱ
「
養
民
の
道
」
）
を
忘
れ
、
都
市
商
業
資
本
と
結
ん
で

「
末
」
（
商
）
に
は
し
り
、
「
好
貨
の
疾
」
に
お
ち
い
り
、
農
村
を
窮
状
に

追
い
込
ん
で
き
た
、
と
い
う
（
「
丁
巳
封
事
」
）
。
そ
の
た
め
農
政
中
心
の

改
革
論
と
な
る
。
そ
れ
は
為
政
者
内
部
の
責
任
に
よ
る
経
世
論
で
、
民
心

へ
の
関
心
は
希
薄
で
あ
る
。
結
局
幽
谷
は
、
積
極
的
な
民
衆
教
化
策
を
展

開
し
な
か
っ
た
。

（
６
）
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
（
中
公
新
書
、
こ
ぎ
）
参
照
。
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